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１　神戸大学教学規則
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第１章 総則
（趣　　旨）

第 1条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年４月１日制定）第29条の規定に基づき，学
生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。
（教育憲章）

第 2条 本学の教育は，神戸大学教育憲章（平成14年５月16日制定）に則り，行うものとする。
（学　　部）

第 3条 本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。
文 学 部 人文学科
国際人間科学部 グローバル文化学科，発達コミュニティ学科，環境共生学科，子ども教育学科
法 学 部 法律学科
経 済 学 部 経済学科
経 営 学 部 経営学科
理 学 部 数学科，物理学科，化学科，生物学科，惑星学科
医 学 部 医学科，保健学科
工 学 部 建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，情報知能工

学科
農 学 部 食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科
海事科学部 グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニアリング学科
（大 学 院）

第 4条 本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。

研究科名 専攻名 課程の別

人文学研究科 文化構造専攻，社会動態専攻 博 士 課 程

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博 士 課 程

人間発達環境学
研 究 科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博 士 課 程

法 学 研 究 科
理論法学専攻，政治学専攻 博 士 課 程

実務法律専攻 専門職学位
課 程

経済学研究科 経済学専攻 博 士 課 程

経営学研究科
経営学専攻 博 士 課 程

現代経営学専攻 専門職学位
課 程

理 学 研 究 科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博 士 課 程

医 学 研 究 科
バイオメディカルサイエンス専攻 修 士 課 程

医科学専攻 博 士 課 程

法学政治学専攻

海洋政策科学部 海洋政策科学科

第１条　この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年４月１日制定。以下「学則」という。）第
29条の規定に基づき，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。

研究科名 専攻名 課程の別

人文学研究科 文化構造専攻，社会動態専攻 博 士 課 程

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博 士 課 程

人間発達環境学
研 究 科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博 士 課 程

法 学 研 究 科
法学政治学専攻 博 士 課 程

実務法律専攻 専門職学位
課 程

経済学研究科 経済学専攻 博 士 課 程

経営学研究科
経営学専攻 博 士 課 程

現代経営学専攻 専門職学位
課 程

理 学 研 究 科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博 士 課 程

医 学 研 究 科

バイオメディカルサイエンス専攻 博 士 課 程

医科学専攻 博 士 課 程

医療創成工学専攻 博 士 課 程

 医　 学　 部 医学科，医療創成工学科，保健学科

 工　 学　 部 建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科

 システム情報学部 システム情報学科



　夏季休業　８月８日から９月30日まで

保健学研究科 保健学専攻 博 士 課 程

工 学 研 究 科 建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻，機械工学専攻，
応用化学専攻 博 士 課 程

シ ス テ ム
情報学研究科　システム科学専攻，情報科学専攻，計算科学専攻　 博 士 課 程　

農 学 研 究 科 食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，生命機能科学専攻 博 士 課 程

海事科学研究科 海事科学専攻 博 士 課 程

国際協力研究科 国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博 士 課 程

科 学 技 術 イノ
ベーション研究科 科学技術イノベーション専攻 修 士 課 程

２　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研究科，

３　法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校教育法（昭和
22年法律第26号。以下「法」という。）第99条第２項に規定する専門職大学院の課程とし，法学研究
科の専門職学位課程は，専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）第18条第１項に規定
する法科大学院とする。
（乗船実習科）

第 5条 本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則（平成16年４月１日制定）で
定める。
（収容定員）

第 6条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。
（学　　年）

第 7条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。
（学期・クォーター）

第 8条 学年を分けて，次の２期とする。
　　前期　４月１日から９月30日まで
　　後期　10月１日から翌年３月31日まで
２　前項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができる。
３　各クォーターの始期及び終期については，別に定める。
（休 業 日）

第 9条 定期の休業日は，次のとおりとする。
　日曜日及び土曜日
　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研

究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事科学研究

科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程は，これを前期２年の課程（以下

「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分し，前期課程は，こ

れを修士課程として取り扱うものとする。

博 士 課 程

　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研２　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研

究科，理学研究科，医学研究科医療創成工学専攻，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究

科，農学研究科，海事科学研究科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程は，

これを前期２年の課程（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）

に区分し，前期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。

システム情報学専攻



　冬季休業　12月25日から翌年１月７日まで
２　臨時の休業日は，学長が定める。
３　教育上必要と認めるときは，第１項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，各学部及び
各研究科において学長の承認を得て変更することができる。
４　教育上必要と認めるときは，第１項から前項までの規定にかかわらず，休業日において授業等を行
うことができる。

第２章 学　　　　　部
第１節 入学

（入学許可）
第10条 学長は，次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第17条に規定する入学手続
を完了した者（第18条の規定により入学料の免除を申請している者及び第19条の規定により入学料の
徴収猶予を申請している者を含む。）に対し，入学を許可する。
⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，前号に相当す
る学校教育を修了した者
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指
定したもの
⑷　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課
程を修了した者
⑸　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
⑹　文部科学大臣の指定した者（昭和23年文部省告示第47号）
⑺　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試
験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省
令第13号。以下「旧規程」という。）による大学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格し
た者を含む。）
⑻　法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学における教育を受
けさせるにふさわしい学力があると認めたもの
⑼　本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者で，18歳に達したもの
（早期入学）

第11条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める分野にお
いて特に優れた資質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。
⑴　高等学校に２年以上在学した者
⑵　中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に２年以上在学した者
⑶　外国において，学校教育における９年の課程に引き続く学校教育の課程に２年以上在学した者
⑷　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設（高等学

（早期入学）
第11条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める分野にお
いて特に優れた資質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。
⑴　高等学校に２年以上在学した者
⑵　中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に２年以上在学した者

⑻　法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって，高等学校卒業程度認定審査規則（令和

4年文部科学省令第18号）による高等学校卒業程度認定審査に合格したもの

⑼　法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学における教育を受

けさせるにふさわしい学力があると認めたもの

⑽　本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で，18歳に達したもの



校の課程に相当する課程を有する者として指定したものを含む。）の当該課程に２年以上在学した
者
⑸　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。）第150条第３号の規
定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める
日以後において２年以上在学した者
⑹　文部科学大臣が指定した者（平成13年文部科学省告示第167号）
⑺　高等学校卒業程度認定試験規則第４条に定める試験科目の全部（試験の免除を受けた試験科目を
除く。）について合格点を得た者（旧規程第４条に規定する受検科目の全部（旧検定の一部免除を
受けた者については，その免除を受けた科目を除く。）について合格点を得た者を含む。）で，17歳
に達したもの

２　前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（入 学 期）

第12条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区分に従い，学生
を入学させることができる。
（編 入 学）

第13条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志望する者があるときは，第10条の規定
にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
⑴　大学を卒業した者
⑵　法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
⑶　施行規則附則第７条に規定した者
２　前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で文学部，法学部，経済学部又は経営
学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
⑴　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
⑵　短期大学を卒業した者
⑶　高等専門学校を卒業した者
⑷　外国において，前３号と同程度の課程を修了した者
３　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で発達科学部，理学部，工学部，農
学部又は海事科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することが
ある。
⑴　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
⑵　短期大学を卒業した者
⑶　高等専門学校を卒業した者
⑷　外国において，前３号と同程度の課程を修了した者
⑸　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満た
すものに限る。）を修了した者（第10条各号のいずれかに該当する者に限る。）

　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で国際人間科学部，理学部，工学

部，農学部又は海事科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可する

ことがある。

７

２　前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で文学部，法学部，経済学部，経営学

部又は工学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。

３　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で国際人間科学部，理学部，農学部

又は海洋政策科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することが

ある。

⑶　外国において，学校教育における９年の課程に引き続く学校教育の課程に２年以上在学した者
⑷　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設（高等学

⑶　施行規則附則第７条に定める従前の規定による学校の課程を修了し，又は卒業した者

⑹　高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の専攻科の課程（修業

２　前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で法学部，経済学部，経営学部又は工学

部電気電子工学科に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。

校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。）の当該課程に２年以上在学し

た者

３　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で国際人間科学部，理学部，医学部医療

創成工学科，農学部又は海洋政策科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を

許可することがある。



年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了し

た者（第10条各号のいずれかに該当する者に限る。）

（転 入 学）
第14条 他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第10条の規定にかか
わらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
（再 入 学）

第15条 本学を第45条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の学部に入学を志望
する者があるときは，第10条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を
許可することがある。
（入学志願）

第16条 入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検定料払込証明書
及び別に指定する書類を提出しなければならない。
２　既納の検定料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当する
額を還付するものとする。
⑴　学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り学力検査
その他により第二段階目の選抜を行う場合において，第一段階目の選抜で不合格となった者が第二
段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。
⑵　学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入試センター試験において受験す
ることを課した教科・科目を受験していないことにより，出願の資格がないことが判明した者が第
二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。
⑶　検定料を納付した者が，所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において，返還を申し出
たとき。
⑷　検定料を納付し，入学願書を提出した者が，受験を認められなかった場合において，返還を申し
出たとき。
（入学者選抜）

第16条の２　入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。
（入学手続）

第17条 入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行わなければならない。
２　既納の入学料は，還付しない。
（入学料の免除）

第18条 入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の全額又は半額を免除すること
がある。
２　入学料の免除の取扱いについては，別に定める。

全部 一部

第16条の２　入学者の選抜は，学則第27条の2第3号の規定により定める方針に基づき，公正かつ妥当

な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。

（入学手続）

第17条　入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行わなければならない。

２　既納の入学料は，還付しない。

（入学料の免除）

第18条　入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の額又は半額を免除すること

がある。

４ 第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で工学部建築学科，市民工学科，機械工学

科又は応用科学科に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。

 ⑴　高等専門学校を卒業した者

 ⑵　外国において，前号と同程度の課程を修了した者

第13条の2　高等専門学校を卒業した者で，システム情報学部に編入学を志望する者があるときは，第

10条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。



３　入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者（次項により徴
収猶予の申請をした者を除く。）は，免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知した
日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
４　入学料の免除を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者が，第１項に規定する徴収猶予を
受けようとする場合は，免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収
猶予の申請を行わなければならない。
５　入学料の徴収猶予の取扱いについては，別に定める。

一部

一部

一部

一部

（宣　　誓）
第21条 入学者は，所定の方法により宣誓を行わなければならない。

第２節　修業年限，教育課程，課程の履修等
（修業年限）

第22条 学部の修業年限は，４年とする。ただし，本学に３年以上在学した者（施行規則第149条に規
定する者を含む。）が，卒業の要件として学部規則に定める単位を優秀な成績で修得したものと認め
られ，かつ，学生が卒業を希望する場合には卒業することができる。
２　前項ただし書に規定する卒業の認定の基準は，学部規則において定め，公表するものとする。
３　医学部医学科については，第１項の規定にかかわらず，その修業年限は６年とする。
４　学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課
程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，教授会の議を経て，その計画的な履修を認
めることができる。

（死亡等による入学料の免除）
第20条 前条第１項又は前条第２項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が，その期間内にお
いて死亡したことにより除籍された場合は，未納の入学料の全額を免除する。
２　入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が，前条第３項に
規定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第47条第１号の規定に
より除籍された場合は，その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
（宣　　誓）

第21条 入学者は，所定の方法により宣誓を行わなければならない。

一部

全部

全部

５　大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号。以下「修学支援法」という。）第

12条第１項の規定により入学料減免の認定を取り消された者は，取消しを告知した日から起算して14 

日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。

６　入学料の徴収猶予の取扱いについては，別に定める。

２　入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が，前条第３項に

規定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第47条第１項第１号の

規定により除籍された場合は，その者に係る未納の入学料の全額を免除する。

３　修学支援法第12条第１項の規定により入学料減免の認定を取り消された者が，前条第５項に規定す

る入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第47条第２項の規定により除

籍された場合は，その者に係る未納の入学料の全部を免除する。

（入学料の徴収猶予等）
第19条 入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の徴収を猶予す
ることがある。

２　入学料の免除の取扱いについては，別に定める。

（入学料の徴収猶予等）

第19条　入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の徴収を猶予す

ることがある。

２　前条第１項の入学料の免除又は前項の入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は，免除又は徴
収猶予を許可し，又は不許可とするまでの間は，徴収を猶予する。



（教育課程）
第25条 学部は，本学，学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を次条第１項に
定める区分に従って開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。
（授業科目の区分）

第26条 授業科目の区分は，次のとおりとする。
　基礎教養科目

（在学年限）
第24条 学生は，修業年限の２倍を超えて在学することはできない。
２　第22条第４項の規定により履修を認められた学生（以下「長期履修学生」という。）の在学年限に
ついては，関係の学部規則で定める。

第25条　学部は，学則第27条の２第１号及び第２号の規定により定める方針に基づき，必要な授業科目

を次条第１項に定める区分に従って開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。

５　前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（修業年限の通算）

第23条 科目等履修生（大学の学生以外の者に限る。）として本学において一定の単位を修得した者が
本学に入学する場合においては，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められ
るときは，教授会の議を経て，修得した単位数その他の事項を勘案して前条の修業年限の２分の１を

第23条　大学の学生以外の者のうち科目等履修生又は第83条の２に規定する特別の課程の履修生（以下

「特別の課程履修生」という。）として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合

においては，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは，教授会の

議を経て，修得した単位数その他の事項を勘案して前条の修業年限の２分の１を超えない期間を修業

年限に通算することができる。

　専門科目（専門基礎科目及び共通専門基礎科目を含む。）
　関連科目
　資格免許のための科目
　その他必要と認める科目
２　前項に規定するもののほか，外国人留学生のための授業科目として，日本語及び日本事情に関する
科目を置くことができる。
（授業の方法）

第27条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う
ものとする。
２　前項に規定する授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用し
て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
３　第１項に規定する授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディ
アを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。
４　第１項に規定する授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設以外
の場所で行うことができる。
５　前４項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（履修方法及び試験）

第28条 第26条第１項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試験に関することは，
各学部規則，神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年４月１日制定。以下「履修規則」という。）
及び神戸大学大学教育推進機構国際教養教育院高度教養科目履修規程（平成28年３月22日制定）で定　及び神戸大学大学教育推進機構教養教育院高度教養科目履修規程（平成28年3月22日制定）で定め

２　第26条第２項の規定により開設される授業科目（以下「日本語等授業科目」という。）及びその履
修方法並びに試験に関することは，各学部規則及び神戸大学日本語等授業科目履修規則（平成16年４

教養科目

第28条　第26条第１項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試験に関すること

は，各学部規則及び神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年4月1日制定。以下「履修規則」と

いう。）で定める。



おいて定めるものとする。
２　各学部規則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，前
項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
（成績評価基準）

第30条 各学部は，各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法及び計画を明示するととも
に，学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定め，公表するものとする。
（単位の授与）

第31条 一の授業科目を履修した者に対しては，試験の上，単位を与える。ただし，第32条第４項の授
業科目については，各学部規則で定める方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
（単位の基準）

第32条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては，１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内
容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必
要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算するものとする。
⑴　講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲で各学部規則で定める時間の授業をもっ
て１単位とする。
⑵　実験，実習及び実技については，30時間から45時間までの範囲で各学部規則で定める時間の授業
をもって１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技の授業については，当
該学部規則で定める時間の授業をもって１単位とすることができる。
⑶　一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う場合
については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して各学部規則で定める時間の
授業をもって１単位とする。

２　前項各号の規定にかかわらず，全学共通授業科目（履修規則で定める全学に共通する授業科目をい
う。）については，次の基準により単位数を計算するものとする。
⑴　講義については，15時間の授業をもって１単位とする。
⑵　演習，実験，実習及び実技については，30時間の授業をもって１単位とする。
⑶　一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う場合
については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもっ
て１単位とする。

３　第１項の規定にかかわらず，日本語等授業科目については，30時間の授業をもって１単位とする。
４　第１項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，研究指導等の授業科目については，これらの学
修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮

（履修科目の登録の上限）
第29条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修得すべき
単位数について，学生が１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は各学部規則に

第31条　一の授業科目を履修した者に対しては，試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して，

単位を与える。

（単位の基準）

第32条　各授業科目の単位数を定めるに当たっては，1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし，第27条第1項に規定する授業の方法に応じ，当該授業による教

育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，おおむね15時間から45時間までの範囲で各学部規則

で定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。ただし，芸術等の分野にお

ける個人指導による実技の授業については，当該学部規則で定める時間の授業をもって1単位とする

ことができる。

２　全学共通授業科目（履修規則で定める全学に共通する授業科目をいう。）については，次の基準に

より単位数を計算するものとする。

⑴　講義については，15時間の授業をもって１単位とする。

⑵　演習，実験，実習及び実技については，30時間の授業をもって１単位とする。

⑶　一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う場合

については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもっ

て１単位とする。

３　日本語等授業科目については，30時間の授業をもって１単位とする。

４　第１項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これらの学

修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮

して，単位数を各学部規則で定めることができる。

（他学部の授業科目の履修）

第33条　学生は，他の学部の授業科目を履修することができる。この場合は，所属学部長を経て，当該

学部長の許可を受けなければならない。

　  (大学院授業科目の履修)

第33条の2　教育上有益と認めるときは，学生に本学の大学院（博士課程後期課程及び医学研究科医

科学専攻の博士課程を除く。）の授業科目を履修させることがある。

２　前項の履修は，大学院の科目等履修生として行うものとする。

月１日制定）で定める。



２　前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，協定に基づかずに
学生に外国の大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。
３　前２項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60単位を超えない範囲で本学にお
いて修得したものとみなすことがある。
４　前３項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修
させる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお
いて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授
業科目を我が国において履修させる場合について準用する。
５　前４項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関係の学部規則で定める。
（休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い）

第34条の２　教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に本学と協定を締結している外国の大学又
は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学において修得したものとみなす
ことができる。
２　前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，学生が休学期間中
に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本
学において修得したものとみなすことができる。
３　前２項により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第３項及び第４項により本学にお
いて修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
４　前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（大学以外の教育施設等における学修）

第35条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その
他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることがで
きる。
２　前項により与えることができる単位数は，第34条第３項及び第４項並びに前条第１項及び第２項に
より本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
３　前２項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（入学前の既修得単位等の認定）

第36条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外国の大学又は短
期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単
位を含む。以下「既修得単位」という。）を，本学に入学した後の本学における授業科目の履修によ
り修得したものとみなすことができる。
２　教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を，本学
における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。
３　前２項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転入学及び再入

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修）
第34条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）との
協定に基づき，学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。

第36条　教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外国の大学又は短

期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生又は特別の課程履

修生として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。）を，本学に入学した後の本学におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を，本学

における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。

３　前２項に関して必要な事項は，神戸大学における大学院授業科目の先行履修に関する規程（令和

５年９月26日制定）で定める。



（編入学，転入学，再入学者の修業年数等）
第37条 第13条から第15条までの規定により入学する者の修業すべき年数，履修すべき科目及びその単
位については，教授会の議を経て，これを定める。
（転 学 部）

第38条 学長は，学生で所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは，志望学部の教授会
の議を経て，許可することがある。
（転 学 科）

第39条 学長は，学生で転学科を希望する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。

第３節　留学及び休学
（留　　学）

第40条 第34条第１項又は第２項の規定に基づき，外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は，
所属学部長の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けて留学した期間は，第22条の修業年限に算入するものとする。
（休学の許可）

第41条 学生が，疾病その他の理由により，３か月以上修学を休止しようとするときは，所属学部長の
許可を得て休学することができる。
２　前項の休学期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，学部長は，更に
１年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了し
た場合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。
第41条の２　前条の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，第60条第１項の規定により医学
研究科博士課程に早期入学するときは，医学部長の許可を得て，休学することができる。
２　前項の休学期間は，４年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，医学部長は，更
に１年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了
した場合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。
（休学の解除）

第42条 前条の休学期間中にその理由が消滅したときは，所属学部長の許可を得て，復学することがで
きる。
（休学の命令）

第43条 学生で，疾病により３か月以上修学を休止させることが適当と認められる者があるときは，学
部長の申請により，学長が休学を命ずる。
（休学期間の取扱い）

第44条 休学の期間は，通算して３年を超えることはできない。ただし，第41条の２に規定する学生の
休学期間の通算については，８年を限度として，医学部において別に定める。
２　休学期間は，在学年数に算入しない。

条の２第１項及び第２項並びに前条第１項により本学において修得したものとみなし，又は与えるこ
とのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
４　前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。

第41条の２　前条の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，第60条第１項の規定により医学

研究科医科学専攻の博士課程に早期入学するときは，医学部長の許可を得て，休学することができる。

学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第34条第３項及び第４項，第34



第４節 退学及び除籍
（退　　学）

第45条 学生が，退学しようとするときは，その理由を具し，所属学部長に願い出て許可を受けなけれ
ばならない。
（疾病等による除籍）

第46条 学生が，疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるときは，学部長の申請に
より，学長がこれを除籍する。
（入学料等未納による除籍）

第47条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除籍する。
⑴　第18条又は第19条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，免除若しくは徴収猶
予が不許可になったもの又は半額免除若しくは徴収猶予が許可になったものが，その者に係る納付
すべき入学料を納付期限内に納付しないとき。
⑵　授業料の納付を怠り，督促を受けても，納付期限の属する学期の末日までに納付しないとき。

一部一部一部

⑵　授業料の納付を怠り，督促を受けても，納付期限の属する学期の末日までに納付しないとき。

第５節 卒業要件及び学士の学位
（卒業要件）

第48条 卒業の要件は，第22条に定める期間在学し，124単位（医学部医学科にあっては，188単位。以
下同じ。）以上を各学部規則の定めるところにより修得することとする。
２　前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち，第27条第２項の授業の方法により
修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし，124単位を超える単位数を卒業の要件とし
ている場合においては，同条第１項に規定する授業により64単位（医学部医学科にあっては，128単
位）以上を修得しているときは，60単位を超えることができることとする。
（学士の学位授与）

第49条 前条の規定により，学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては，学士の学位を授与
する。

第６節 授業料
（授業料の納期）

第50条 授業料は，次の２期に分け，年額の２分の１に相当する額をそれぞれその納付期間中に納付し
なければならない。

期別 納付期間

前期（４月から９月まで） ４月１日から４月30日まで

後期（10月から３月まで） 10月１日から10月31日まで

２　前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係る授業料を併
せて納付することができる。

２　修学支援法第12条第１項の規定により入学料又は授業料の減免の認定を取り消された者が，その者

に係る納付すべき入学料又は授業料を納付期限内に納付しないときは，当該認定に係る年度末をもっ

て学部長がこれを除籍するものとする。



４　第１項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は，入学の日の属する月に納
付しなければならない。
５　学年の中途において卒業する者の授業料は，その卒業の月までの分を，月割をもって在学する期の
納付期間内に納付しなければならない。

３　入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項の規定にかかわらず，入学を許
可されるときに納付することができる。

６　既納の授業料は，還付しない。ただし，第２項又は第３項の規定により授業料を納付した者が，次
の各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の申出により当該各号に定める授業料相当額を還付
するものとする。
⑴　第２項の規定により授業料を納付した者が，後期に係る授業料の納付期間前に休学又は第45条の
規定により退学した場合　後期分の授業料に相当する額
⑵　第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学を辞退した場合
　入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額
⑶　第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学年度の初日から
の休学を申し出，第41条第１項の規定により休学を許可された場合　入学年度の前期分又は前期分
及び後期分の授業料に相当する額
（授業料の免除）

第51条 経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀である者その他特別
な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の全額又は半額を免除することがある。
２　前項に規定する授業料の免除の取扱いについては，別に定める。
（授業料の徴収猶予及び月割分納）

第52条 経済的理由により授業料の納付期限までに授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が
優秀である者その他特別な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の徴収猶予又は月割分
納を許可することがある。
２　前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いについては，別に定める。
（休学者の授業料）

第53条 学生が授業料の納付期限までに休学を許可された場合又は授業料の徴収猶予を受けていた者が
休学を許可された場合は，月割計算により休学当月の翌月（休学を開始する日が月の初日に当たる場
合は，その月）から復学当月の前月までの授業料を免除する。
２　休学中の者が復学した場合は，復学当月以後のその期の授業料を月割をもって復学の際に納付しな
ければならない。
（退学者等の授業料）

第54条 第50条に定める期の中途において，第45条の規定により退学し，第55条の２第１項の規定によ
り停学若しくは懲戒退学を命ぜられ，又は除籍された者は，その期の授業料を納付しなければならな
い。ただし，死亡し，若しくは行方不明となったことにより除籍された場合又は第47条の規定により
除籍された場合は，その者に係る未納の授業料の全額を免除することがある。
２　授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者が退学を許可された場合は，月割計算により退

全部 一部

６　修学支援法第12条第１項の規定により授業料減免の認定を取り消された者の授業料は，取消しを告

知した日から起算して14日以内に納付しなければならない。

７



第７節　賞罰
（表　　彰）

第55条 学生として表彰に値する行為があったときは，所属学部長等の推薦により，学長は，これを表
彰することがある。
２　前項に関し必要な事項は，神戸大学学生表彰規程（平成17年２月17日制定）で定める。
（懲　　戒）

第55条の２　本学の規定に違背し，学生の本分を守らない者があるときは，所定の手続により学長が懲
戒する。
２　懲戒は，訓告，停学及び懲戒退学とする。
３　停学３か月以上にわたるときは，その期間は，第22条の修業年限に算入しない。
４　前３項に関し必要な事項は，神戸大学学生懲戒規則（平成16年４月１日制定）で定める。

第３章 大　　学　　院
第１節　入学

（修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格）
第56条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに
該当する者とする。
⑴　大学を卒業した者
⑵　法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
⑶　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者
⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における16年の課程を修了した者
⑸　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
⑹　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府
又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣
が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外
国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了す
ること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けた
ものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者
⑺　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
⑻　文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）
⑼　法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教
育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑽　本学において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者で，22歳に達したもの

学の翌月以後に納付すべき授業料の全額を免除することがある。

７



（修士課程，前期課程及び専門職学位課程への早期入学）
第57条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優
秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。
⑴　大学に３年以上在学した者
⑵　外国において学校教育における15年の課程を修了した者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における15年の課程を修了した者
⑷　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

２　前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。
（後期課程の入学資格）

第58条 後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　修士の学位又は専門職学位（法第104条第１項の規定に基づき学位規則（昭和28年文部省令第９
号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者
⑵　外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学
位に相当する学位を授与された者
⑷　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位
又は専門職学位に相当する学位を授与された者
⑸　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和51年法
律第72号）第１条第２項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連
合大学（第74条において「国際連合大学」という。）の課程を修了し，修士の学位に相当する学位
を授与された者
⑹　外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置
基準（昭和49年文部省令第28号）第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修
士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
⑺　文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号）
⑻　本学において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の
学力があると認めた者で，24歳に達したもの
（医学研究科の博士課程の入学資格）

第59条 医学研究科の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　大学の医学，歯学，薬学（修業年限が６年であるものに限る。以下同じ。）又は獣医学（修業年
限が６年であるものに限る。以下同じ。）を履修する課程を卒業した者
⑵　外国において，学校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修
了した者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

３

（医学研究科医科学専攻の博士課程の入学資格）

第59条　医学研究科医科学専攻の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当す

る者とする。

⑴　大学の医学，歯学，薬学（修業年限が６年であるものに限る。以下同じ。）又は獣医学（修業年

限が６年であるものに限る。以下同じ。）を履修する課程を卒業した者

⑵　外国において，学校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修

了した者

⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学



校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者
⑷　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程（最
終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものとし
て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定す
るものの当該課程を修了した者
⑸　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政
府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大
臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が５年以上である課程（医学，歯学，薬学又
は獣医学を履修する課程に限る。）を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業
科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度に
おいて位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含
む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者
⑹　文部科学大臣の指定した者（昭和30年文部省告示第39号）
⑺　法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教
育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑻　本学において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程
を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの
（医学研究科の博士課程への早期入学）

第60条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優
秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。
⑴　大学（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学した者
⑵　外国において学校教育における16年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含む
ものに限る。）を修了した者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における16年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を
修了した者
⑷　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程（最
終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものとし
て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定す
るものの当該課程を修了した者

２　前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。
（進　　学）

第61条 本学大学院の修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了し，引き続き後期課程又は医学研
究科の博士課程に進学を志望する者については，当該研究科の定めるところにより，選考の上，進学
を許可する。
（入学者選抜）

第62条 大学院の入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。
２　大学院の入学志願者に対する選考方法は，各研究科において別に定める。

（進　　学）

第61条　本学大学院の修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了し，引き続き後期課程又は医学研

究科医科学専攻の博士課程に進学を志望する者については，当該研究科の定めるところにより，選

考の上，進学を許可する。

（入学者選抜）

第62条　大学院の入学者の選抜は，学則第27条の2第3号の規定により定める方針に基づき，公正かつ

妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。

２　大学院の入学志願者に対する選考方法は，各研究科において別に定める。

（医学研究科医科学専攻の博士課程への早期入学）



第２節 修業年限，教育方法，修了要件等
（標準修業年限）

第63条 修士課程の標準修業年限は，２年とする。
２　前項の規定にかかわらず，修士課程においては，主として実務の経験を有する者に対して教育を行
う場合であって，教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期にお
いて授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，各研究科の定める
ところにより，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を１年以上２年未満の期間とする
ことができる。
３　前項に規定する修士課程を置く研究科，専攻又は学生の履修上の区分及びその標準修業年限は，次
のとおりとする。
　　　人間発達環境学研究科　人間発達専攻（１年履修コース）１年
４　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研
究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事科学研究
科及び国際協力研究科の博士課程の標準修業年限は，前期課程２年，後期課程３年の５年とする。

科及び国際協力研究科の博士課程の標準修業年限は，前期課程２年，後期課程３年の５年とする。
５　医学研究科の博士課程の標準修業年限は，４年とする。
６　経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。ただし，教育研究
上の必要があると認められるときは，研究科の定めるところにより，学生の履修上の区分に応じ，標
準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。
７　法学研究科実務法律専攻の専門職学位課程（以下「法科大学院」という。）の標準修業年限は，３
年とする。
（教育課程）

第63条の２　大学院（専門職大学院を除く。）は，本学，研究科及び専攻の教育上の目的を達成するた
めに必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい
う。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。
２　専門職大学院は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を自ら開設し，
体系的に教育課程を編成するものとする。
（教育方法等）

第64条 大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
２　専門職大学院においては，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，
現地調査，双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により授業を行うもの
とする。
３　研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期に
おいて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
４　各研究科における授業科目，その単位数及び研究指導並びにそれらの履修方法については，当該研
究科規則で定める。
（他大学大学院等の研究指導）

第65条 教育上有益と認めるときは，他大学（外国の大学を含む。）の大学院又は研究所等（外国の研

　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研

究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事科学研究

科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程の標準修業年限は，前期課程２

年，後期課程３年の５年とする。

第63条の２　大学院（専門職大学院を除く。）は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める

方針に基づき，必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研

究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。

２　専門職大学院は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき，必要な授業科
目を，産業界等と連携しつつ，自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。

４　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研

究科，理学研究科，医学研究科医療創成工学専攻，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，

農学研究科，海事科学研究科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程の標

準修業年限は，前期課程２年，後期課程３年の５年とする。

５　医学研究科医科学専攻の博士課程の標準修業年限は，４年とする。



指導を受けさせることがある。ただし，修士課程及び前期課程の学生については，当該研究指導を受
けさせる期間は，１年を超えないものとする。
２　教育上有益と認めるときは，外国の大学院又は研究所等との協定に基づき，後期課程の学生に，本
学と当該外国の大学院又は研究所等において，共同の研究指導を受けさせることがある。
（研究指導のための留学）

第66条 前条の規定に基づき，外国の大学又は研究機関に留学しようとする者は，所属研究科長の許可
を受けなければならない。
２　前項の許可を受けて留学した期間は，第63条の標準修業年限に算入する。
（修士課程及び前期課程の修了要件）

第67条 修士課程及び前期課程の修了要件は，当該課程に２年（人間発達環境学研究科人間発達専攻（１
年履修コース）にあっては，１年）以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受け
た上，当該課程の目的に応じ修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合
格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，当該課程に１
年以上在学すれば足りるものとする。

究機関を含む。）との協定に基づき，学生に当該大学の大学院又は当該研究所等において必要な研究

（博士課程の修了要件）
第68条 博士課程（医学研究科の博士課程を除く。）の修了要件は，後期課程に３年以上在学し，所定
の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することと
する。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に１年（２年
未満の在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて３
年）以上在学すれば足りるものとする。
２　前項の規定にかかわらず，施行規則第156条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若
しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した
者が，博士課程の後期３年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は，大学院（専門職大学院
を除く。以下この項において同じ。）に３年（専門職大学院設置基準第18条第１項の法科大学院の課
程を修了した者にあっては，２年）以上在学し，必要な研究指導を受けた上，当該大学院の行う博士
論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた
者については，大学院に１年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者に
あっては，３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上在学すれば足りるものとする。
３　医学研究科の博士課程の修了要件は，当該課程に４年以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必
要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に
関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に３年以上在学すれば足りるものとする。

２　第75条において読み替えて準用する第36条（第２項を除く。）の規定により本学に入学する前に修

得した単位（第56条又は第57条の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を本学に

おいて修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により本学の修士課程又は前期課程の教

育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して１年

を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合におい

ても，当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（博士課程の修了要件）

第68条　博士課程（医学研究科医科学専攻の博士課程を除く。）の修了要件は，後期課程に３年以上在

学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合

格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課

程に１年（２年未満の在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者にあっては，当該在学

期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものとする。

３　医学研究科医科学専攻の博士課程の修了要件は，当該課程に４年以上在学し，所定の単位を修得し，

かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学

期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に３年以上在学すれば足りるものとする。



間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，当該課程に少なくとも１年以
上在学するものとする。
３　法科大学院の修了要件は，当該課程に３年以上在学し，所定の単位を修得することとする。
４　法科大学院の在学期間については，第75条の規定により認定された入学前の既修得単位（法第102
条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を，当該単位数，その修得に要
した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことがで
きる。
５　法科大学院は，法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては，第３項に規定する在学期間に
ついては，前項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて１年を超えない範囲で研究科が認
める期間在学したものと，第３項に規定する単位については，第74条及び第75条の規定により修得し
たものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で研究科が認める単位を修得したものとみな
すことができる。ただし，93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単
位数に限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができる。
（学位論文及び最終試験）

第70条 学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。
（修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与）

第71条 各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修士若しくは博士

要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の２分の１を超えない範囲で研究科が定める期

（専門職学位課程の修了要件）
第69条 専門職学位課程（法科大学院を除く。以下この条において同じ。）の修了要件は，当該課程に
２年（２年以外の標準修業年限を定める研究科，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準
修業年限）以上在学し，所定の単位を修得することとする。
２　専門職学位課程の在学期間に関しては，第75条の規定により認定された入学前の既修得単位（法第
102条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を，当該単位数，その修得に

４　第75条において読み替えて準用する第36条（第２項を除く。）の規定により医学研究科の博士課程

に入学する前に修得した単位（第59条又は第60条の規定により入学資格を有した後，修得したものに

限る。）を本学において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により医学研究科の博

士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘

案して１年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。

５　法科大学院は，法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては，第３項に規定する在学期間に

ついては，前項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて１年を超えない範囲で研究科が認

める期間在学したものと，第３項に規定する単位については，第74条，第74条の２及び第75条の規定

により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で研究科が認める単位を修得し

たものとみなすことができる。ただし，93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超

える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができる。

６　認定連携法曹基礎課程(本学法科大学院以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結して

いる大学の課程を含む。)を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有する

と研究科が認める者に関する前項，第74条，第74条の2及び第75条の規定の適用については，「30単

位」とあるのは, 「46単位」とする。

（学位論文及び最終試験）
第70条 学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。
（修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与）

第71条 各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修士若しくは博士
の学位又は専門職学位を授与する。
２　前項の学位に関することは，学位規程に定めるところによる。

４　第75条において読み替えて準用する第36条（第２項を除く。）の規定により医学研究科医科学専攻

の博士課程に入学する前に修得した単位（第59条又は第60条の規定により入学資格を有した後，修得

したものに限る。）を本学において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により医学

研究科の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期

間その他を勘案して１年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。

５　法科大学院は，法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては，第３項に規定する在学期間に

ついては，前項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて１年を超えない範囲で研究科が認

める期間在学したものと，第３項に規定する単位については，第74条，第74条の２，第74条の３及び

第75条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で研究科が認める

単位を修得したものとみなすことができる。ただし，93単位を超える単位の修得を修了要件とする場

合は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができ

る。

６　認定連携法曹基礎課程（本学法科大学院以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結して

いる大学の課程を含む。）を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有する

と研究科が認める者に関する前項の規定の適用については，「30単位」とあるのは, 「46単位」とす

る。

（学位論文及び最終試験）
第70条 学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。
（修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与）

第71条 各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修士若しくは博士
の学位又は専門職学位を授与する。
２　前項の学位に関することは，学位規程に定めるところによる。



第46条（疾病等による除籍），第47条（入学料等未納による除籍），第50条から第54条まで（授業料），
第55条（表彰）及び第55条の２（懲戒）の規定は，大学院に準用する。ただし，第24条を準用する場
合において，医学研究科の博士課程以外の博士課程にあっては，標準修業年限を前期課程と後期課程
に分ける。
（履修科目の登録の上限）

第73条 専門職大学院学生の履修科目の登録の上限に関しては，第29条第１項を準用する。この場合に
おいて，「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
（成績評価基準）

第73条の２　大学院（専門職大学院を除く。）の成績評価基準に関しては，第30条を準用する。この場
合において，「各学部」とあるのは「各研究科」と，「授業の方法及び計画」とあるのは「授業及び研
究指導の方法及び計画」と読み替えるものとする。

２　専門職大学院の成績評価基準に関しては，第30条を準用する。この場合において，「各学部」とあ
るのは「専門職大学院」と読み替えるものとする。
（他大学大学院の授業科目の履修）
第74条　大学院学生の他大学（外国の大学を含む。）の大学院の授業科目の履修に関しては，第34条を

準用する。この場合において，同条第３項中「60単位」とあるのは，「15単位（ただし，法科大学院

学生にあっては30単位）」と，同条第４項中「及び外国の」とあるのは「，外国の」と，「当該教育

課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国にお

いて履修させる場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を」と，同条第５項中「学部規

則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。

第３節　準用規定
（準用規定）

第72条 第12条（入学期），第14条（転入学），第15条（再入学），第16条（入学志願），第17条（入学手続），
第18条（入学料の免除）（第２項を除く。），第19条（入学料の徴収猶予等），第20条（死亡等による入
学料の免除），第21条（宣誓），第22条（修業年限）（第１項，第２項及び第３項を除く。），第24条（在
学年限），第27条（授業の方法），第31条（単位の授与），第32条（単位の基準）（第２項及び第３項
を除く。），第33条（他学部の授業科目の履修），第38条（転学部），第39条（転学科），第45条（退学），

（休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い）

第74条の２　大学院学生が休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位に

関しては，第34条の２を準用する。この場合において，同条第１項及び第２項中「外国の大学又は短

期大学」とあるのは「外国の大学の大学院」と，同条第３項中「60単位」とあるのは，「15単位（た

だし，法科大学院学生にあっては30単位）」と，同条第４項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」

と読み替えるものとする。

(大学院が編成する特別の課程における学修)

第74条の３　第83条の２の規定により大学院が編成する特別の課程における学修については，第35条を

準用する。この場合において，同条第１項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その

他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「第83条の２の規定により大学院が編成する特別の

課程 ( 履修資格を有する者が，第56条の規定により大学院に入学することができる者であるものに限

　　　第３節　準用規定

（準用規定）

第72条　第12条（入学期），第14条（転入学），第15条（再入学），第16条（入学志願），第17条（入学手続），

第18条（入学料の免除）（第2項を除く。），第19条（入学料の徴収猶予等），第20条（死亡等による入

学料の免除），第21条（宣誓），第22条（修業年限）（第1項，第2項及び第3項を除く。），第24条（在学

年限），第27条（授業の方法），第31条（単位の授与），第32条（単位の基準）（第2項及び第3項を除く。），

第33条（他学部の授業科目の履修），第38条（転学部），第39条（転学科），第45条（退学），第46条（疾

病等による除籍），第47条（入学料等未納による除籍），第50条から第54条まで（授業料），第55条（表

彰）及び第55条の2（懲戒）の規定は，大学院に準用する。ただし，第24条を準用する場合において，

医学研究科医科学専攻の博士課程以外の博士課程にあっては，標準修業年限を前期課程と後期課程

に分ける。 

(大学院が編成する特別の課程における学修)

第74条の３　第83条の２の規定により大学院が編成する特別の課程における学修については，第35条を

　（他大学大学院の授業科目の履修）

第74条　大学院学生の他大学（外国の大学を含む。）の大学院の授業科目の履修に関しては，第34条を

準用する。この場合において，同条第３項中「60単位」とあるのは，「15単位（法科大学院学生にあ

っては30単位（ただし，93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位

数に限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができる。））」と，同条第４項中「

及び外国の」とあるのは「，外国の」と，「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあ

るのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合及び国際連合大学の教育課

程における授業科目を」と，同条第５項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるもの

とする。

　（休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い）

第74条の2　 大学院学生が休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位に

関しては，第34条の２を準用する。この場合において，同条第１項及び第２項中「外国の大学又は短

期大学」とあるのは「外国の大学の大学院」と，同条第３項中「60単位」とあるのは，「15単位（法

科大学院学生にあっては30単位（ただし，93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その

超える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができる。））」

と，同条第４項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。



る。) における学修」と，同条第２項中「第34条第３項及び第４項並びに前条第１項及び第２項」と

あるのは「第74条の３において読み替えて準用する第34条第３項及び第４項並びに前条第１項及び

第2項」と，「60単位」とあるのは「15単位」と，同条第3項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」

と読み替えるものとする。

（入学前の既修得単位の認定）

準用する。この場合において，同条第１項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その

他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「第83条の２の規定により大学院が編成する特別の

課程 ( 履修資格を有する者が，第56条の規定により大学院に入学することができる者であるものに限

（留　　学）

第76条　大学院学生の外国の大学への留学に関しては，第40条を準用する。この場合において，同条

１項中「第34条第１項又は第２項」とあるのは「第74条」と，「所属学部長」とあるのは「所属研究

科長」と，同条第２項中「第22条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。

（休　　学）

第77条　大学院学生の休学に関第しては，第41条第１項，第42条，第43条及び第44条第２項を準用す

るほか，各研究科規則で定める。

第４章　学位プログラム

（学位プログラム）

第77条の２　各学部及び各研究科において編成する教育課程のほか，明確な人材養成目的に基づき，学

部又は研究科の枠を超えた組織的な指導体制で展開される体系性・一貫性ある教育を実施するため，

学位の取得を目的とする学位プログラムを置くことができる。

２　学位プログラムの実施に関し必要な事項は，別に定める。

第２項」と，「60単位」とあるのは「15単位（法科大学院学生にあっては30単位（ただし，93単位を

超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲

で，30単位を超えてみなすことができる。））」と，同条第３項中「学部規則」とあるのは「研究科

規則」と読み替えるものとする。

　（入学前の既修得単位の認定）

第75条　大学院学生の入学前の既修得単位の認定に関しては，第36条（第２項を除く。）を準用する。

この場合において，同条第１項中「大学又は短期大学」とあるのは「大学院」と，同条第３項中「前

２項」とあるのは「第75条において読み替えて準用する第１項」と，「第34条第３項及び第４項，第

34条の２第１項及び第２項並びに前条第１項により本学において修得したものとみなし，又は与える

ことのできる単位数と合わせて60単位」とあるのは，「15単位を超えないものとし，かつ，第74条に

おいて読み替えて準用する第34条第３項及び第４項，第74条の2において読み替えて準用する第34条

の２第１項及び第２項並びに第74条の3において読み替えて準用する前条第１項の規定により本学に

おいて修得したものとみなす単位数と合わせて20単位（ただし，専門職大学院学生（法科大学院学生

を除く。）にあっては15単位，法科大学院学生にあっては30単位（第74条，第74条の2及び第74条の3

の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。））」と，同条第４項中「前３項」とあるのは「第

75条において読み替えて準用する第１項及び前項」と，同条第４項中「学部規則」とあるのは「研究

科規則」と読み替えるものとする。



第79条　他大学（外国の大学を含む。）の大学院との協定に基づき，当該大学院の学生で，本学におい

て研究指導を受けようとする者があるときは，特別研究学生として許可することがある。

２　特別研究学生については，協定に定めるもののほか，関係の研究科規則で定める。

（科目等履修生）

第80条　本学が開設する１又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは，科目等履修生とし

て許可することがある。

２　科目等履修生に対しては，単位を与えることができる。
３　科目等履修生については，関係の学部規則及び研究科規則で定める。
（聴講生，研究生及び専攻生）

第81条　本学が開設する１又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは，聴講生として許可

することがある。

２　特定の事項について研究しようとする者があるときは，研究生として許可することがある。
３　本学学部卒業者で，特定の専門事項について攻究しようとする者があるときは，専攻生として許可
することがある。
４　聴講生，研究生及び専攻生については，それぞれ関係の学部規則，研究科規則及び専攻生規則で定
める。
（授業料の納期）

第82条　特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専攻生の授業料については，

それぞれの在学予定期間に応じ，３か月分又は６か月分に相当する額を当該期間における当初の月に

納付するものとし，在学予定期間が３か月未満又は６か月未満であるときは，その期間分に相当する

額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。

（外国人特別学生）

第83条　外国人で，第10条，第56条，第58条又は第59条の規定によらないで，外国人特別学生として本

学の学部又は大学院に入学を志願する者があるときは，教授会の議を経て許可する。

２　前項の学生で，学部又は大学院の課程を修了した者には，第49条又は第71条に定める学位を授与する。

第６章　特別の課程

第83条の２　本学の学生以外の者を対象として，法第105条に規定する特別の課程（以下「特別の課程」

という。）を編成することができる。

第５章　特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別

学生

（特別聴講学生）

第78条　他の大学，短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）又は高等専門学校との協定に基づき，

当該大学（大学院を含む。），短期大学又は高等専門学校の学生で，本学の授業科目又は別に定める

教育プログラムを履修しようとする者があるときは，特別聴講学生として許可することがある。

２　特別聴講学生については，協定に定めるもののほか，関係の学部規則，研究科規則等で定める。

（特別研究学生）



学生の授業料等については，前条の規定にかかわらず，不徴収とする。

２　特別聴講学生及び特別研究学生の授業料等については，第82条及び前条の規定にかかわらず，第
78条第１項又は第79条第１項の協定に基づき，不徴収とすることができる。
３　科目等履修生のうち，教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第22条第２項又は第３項の規定
に基づき本学に派遣された教育職員（以下「現職教育職員」という。）の入学料及び検定料については，

第８章　教育職員免許状

（教員の免許状授与の所要資格の取得）

第85条　教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和24年法律第147

号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単位を修得しなけれ

ばならない。

２　前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については，関係の学部規則及び
研究科規則の定めるところによる。

２　特別の課程の編成及び実施に関し必要な事項は，別に定める。

第７章　授業料，入学料及び検定料の額

（授業料，入学料及び検定料の額）

第84条　本学の授業料，入学料及び検定料（以下「授業料等」という。）の額は，神戸大学における授業料，

入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程（平成16年４月１日制定）に定められた額とする。

（授業料等の不徴収）

第84条の２　国費外国人留学生制度実施要項（昭和29年３月31日文部大臣裁定）に基づく国費外国人留

前条の規定にかかわらず，不徴収とすることができる。

４　科目等履修生のうち，第33 条の2 第2 項の規定に基づき大学院の授業科目を履修する者の授業料等

については，第82 条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。

５　聴講生及び研究生のうち，現職教育職員の授業料等については，第82条及び前条の規定にかかわら

ず，不徴収とすることができる。

６　学長の承認に基づき現職のままで科目等履修生，聴講生又は研究生として入学した本学の附属学校

教員の授業料等については，第82条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。

７　外国人特別学生の授業料等については，学長が認めたときは，前条の規定にかかわらず，不徴収と

することができる。

　　　附　則

１　この規則は，令和７年４月１日から施行する。ただし，第13条の改正規定中，文学部に係る部分は

令和８年４月１日から，工学部及び医学部医療創成工学科に係る部分並びに第13条の２の改正規定は

令和９年４月１日から施行する。

２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和７年４月１日以後において

在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の第26条及び第28条の規

定にかかわらず，なお従前の例による。

前条の規定にかかわらず，不徴収とすることができる。

４　科目等履修生のうち，第33条の２第２項の規定に基づき大学院の授業科目を履修する者の授業料等

については，第82条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。

５　聴講生及び研究生のうち，現職教育職員の授業料等については，第82条及び前条の規定にかかわら

ず，不徴収とすることができる。

６　学長の承認に基づき現職のままで科目等履修生，聴講生又は研究生として入学した本学の附属学校

教員の授業料等については，第82条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。

７　外国人特別学生の授業料等については，学長が認めたときは，前条の規定にかかわらず，不徴収と

することができる。



３　工学部情報知能工学科は，改正後の第３条の規定にかかわらず，令和７年３月31日に当該学科に在

学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。

４　令和７年度から令和９年度までのシステム情報学部及び医学部医療創成工学科並びに別表の改正規

定により入学定員又は編入学定員を改める学科の総定員，令和７年度から令和12年度までの医学部医

学科の入学定員及び総定員並びに全学部の総定員は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表の

とおりとする。

附則別表（附則第３項関係）

年度 区分 入学定員 総定員

令和７年度
国際人間科学部

発達コミュニティ学科 100 410
子ども教育学科 50 204
学部計 370 1,500

医学部

医学科 113 698
医療創成工学科 25 25

保健学科
看護学専攻 70 －
学科計 － 630

学部計 288 1,353

工学部

建築学科 90 369
市民工学科 60 249
電気電子工学科 90 369
機械工学科 100 409
応用化学科 103 421
情報知能工学科 － 321
学部計 443 2,178

システム情報学部
システム情報学科 150 150
学部計 150 150

全学部合計 2,574 10,683
令和８年度

国際人間科学部
発達コミュニティ学科 100 410
子ども教育学科 50 204
学部計 370 1,500

医学部

医学科 100 686
医療創成工学科 25 50

保健学科
看護学専攻 70 －
学科計 － 620

学部計 275 1,356

工学部

建築学科 90 366
市民工学科 60 246
電気電子工学科 90 366
機械工学科 100 406
応用化学科 103 418
情報知能工学科 － 214
学部計 443 2,056

システム情報学部
システム情報学科 150 300
学部計 150 300

全学部合計 2,561 10,714



令和９年度
国際人間科学部

発達コミュニティ学科 100 407
子ども教育学科 50 202
学部計 370 1,495

医学部

医学科 100 674
医療創成工学科 25 80

保健学科
看護学専攻 70 －
学科計 － 610

学部計 275 1,364

工学部

建築学科 90 363
市民工学科 60 243
電気電子工学科 90 363
機械工学科 100 403
応用化学科 103 415
情報知能工学科 － 107
学部計 443 1,931

システム情報学部
システム情報学科 150 453
学部計 150 453

全学部合計 2,561 10,745
令和 10 年度

医学部
医学科 100 662
学部計 275 1,372

全学部合計 2,561 10,776
令和 11 年度

医学部
医学科 100 650
学部計 275 1,360

全学部合計 2,561 10,764
令和 12 年度

医学部
医学科 100 638
学部計 275 1,348

全学部合計 2,561 10,752



別表　収容定員
　1　学部

区　　　　　分
入学定員 2 年次編入学定員 3 年次編入学定員 総定員

学科別 計 学科別 計 学科別 計 学科別 計

文 学 部 人 文 学 科 100 100 　 　 400 400

国 際 人 間
科 学 部

グ ロ ー バ ル 文 化 学 科 140

370

560

1,490
発 達 コミュニ ティ学 科 100 2 2 404

環 境 共 生 学 科 80 3 3 326

子 ど も 教 育 学 科 50 200

法 学 部 法 律 学 科 180 180 20 20 760 760

経 済 学 部 経 済 学 科 270 270 20 20 1,120 1,120

経 営 学 部 経 営 学 科 260 260 20 20 1,080 1,080

理 学 部

数 学 科 28

153 学科共通
25 25

112

662

物 理 学 科 35 140

化 学 科 30 120

生 物 学 科 25 100

惑 星 学 科 35 140

医 学 部

医 学 科 100

275

5

5

　 625

1,335

医 療 創 成 工 学 科 25 5 5 110

保健学科

看 護 学 専 攻 70

600
検査技術科学専攻 40

理学療法学専攻 20

作業療法学専攻 20

工 学 部

建 築 学 科 90

443

3 3 366

1,806

市 民 工 学 科 60 3 3 246

電 気 電 子 工 学 科 90 4 4 368

機 械 工 学 科 100 4 4 408

応 用 化 学 科 103 3 3 418

システム情報学部 シ ス テ ム 情 報 学 科 150 150 3 3 606 606

農 学 部

食 料 環 境システム学 科 36

160 学科共通
10 10

144

660資 源 生 命 科 学 科 55 220

生 命 機 能 科 学 科 69 276

海洋政策科学部 海 洋 政 策 科 学 科 200 200 10 10 820 820

合　　　　　計 　 2,561 5 135 10,739



　　２　大 学 院

区分

入学定員 総定員

修士課程
博士課程 　 専門職学

位課程 修士課程
博士課程 　 専門職学

位課程前期 後期 　 前期 後期 　

専
攻
別

計
専
攻
別

計
専
攻
別

計
専
攻
別

計
専
攻
別

計
専
攻
別

計
専
攻
別

計
専
攻
別

計
専
攻
別

計
専
攻
別

計

人文学研究科
文化構造専攻

　
17

44
8

20 　 　 　
34

88
24

60 　 　
社会動態専攻 27 12 54 36

国 際文化学 
研 究 科

文化相関専攻
　

18
47

6
15 　 　 　

36
94

18
45 　 　グ ロ ー バ ル

文 化 専 攻 29 9 58 27

人間発達環境 
学 研 究 科

人間発達専攻

　

51

91

11

17 　 　 　

102

178

33

51 　 　(1 年履修コース) 4 　 4 　

人間環境学専攻 36 6 72 18

法 学研究科
法学政治学専攻

　
37 37 18 18 　 　 　 74 74 54 54 　 　

実務法律専攻 　 80 80 　 　 240 240

経済学研究科 経 済 学 専 攻 　 83 83 20 20 　 　 　 166 166 60 60 　 　

経営学研究科
経 営 学 専 攻

　
51 51 32 32 　 　 　 102 102 96 96 　 　

現代経営学専攻 　 69 69 　 　 138 138

理 学研究科

数 学 専 攻

　

22

122

4

27 　 　 　

44

244

12

81 　 　

物 理 学 専 攻 24 5 48 15

化 学 専 攻 28 6 56 18

生 物 学 専 攻 24 6 48 18

惑 星 学 専 攻 24 6 48 18

医 学研究科

バイオメディカル
サイエンス専攻 25 25 　 　

　

50 50 　 　

　医 科 学 専 攻 　 　 120 120 　 　 480 480

医療創成工学専攻 15 15 8 8 30 30 24 24

保健学研究科 保 健 学 専 攻 　 79 79 25 25 　 　 　 158 158 75 75 　 　

工学研究科

建 築 学 専 攻

　

64

316

8

42 　 　 　

128

632

24

126 　 　

市民工学専攻 42 6 84 18

電気電子工学専攻 64 8 128 24

機械工学専攻 76 10 152 30

応用化学専攻 70 10 140 30

シ ステム情
報学研究科

シ ス テ ム
情 報 学 専 攻 　 95 95 12 12 　 　 　 190 190 36 36 　 　

農学研究科

食 料 共 生
システム学専攻

　

26

120

5

23 　 　 　

52

240

15

69 　 　資源生命科学専攻 42 8 84 24

生命機能科学専攻 52 10 104 30

海事科学研究科 海事科学専攻 　 75 75 11 11 　 　 　 150 150 33 33 　 　

国際協力研究科

国際開発政策専攻

　

26

70

8

23 　 　 　

52

140

24

69 　 　国際協力政策専攻 22 7 44 21

地域協力政策専攻 22 8 44 24

科 学 技 術 イ ノ
ベーション研究科

科 学 技 術イノ
ベーション専攻 　 40 40 10 10 　 　 　 80 80 30 30 　 　 　 　

合　　　　　計 25 1,285 303 120 149 50 2,566 909 480 378



２ 神戸大学共通細則

（平成１６年４月１日制定）

（入学志願）

第１条 入学志願者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。

入 学 願 書

出身学校長の調査書又はこれに代わる書類

写 真

その他の書類

（合否の判定）

第２条 入学試験の合否の判定は，学力試験及び出身学校長の調査書又はこれに代わる書類の成績等を

総合して教授会が行う。

（宣 誓）

第３条 入学者は，次の誓詞により学長に対し宣誓書を提出しなければならない。

私は，神戸大学の学生として学業に励み，本学の規律を守ることを誓います。

（成 績）

第４条 授業科目の成績は，１００点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及び可を合格，不

可を不合格とする。

秀 （９０点以上）

優 （８０点以上９０点未満）

良 （７０点以上８０点未満）

可 （６０点以上７０点未満）

不可（６０点未満）

２ 秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号のとおりとする。

� 秀 学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。

� 優 学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。

� 良 学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。

� 可 学修の目標を達成している。

� 不可 学修の目標を達成していない。

（学 生 証）

第５条 学生は，学生証の交付を受け，これを携行し本学職員の請求があったときは，いつでも，これ

を提示しなければならない。

２ 学生証は，入学したときに学長が発行する。

３ 学生証を携帯しない場合には，教室，研究室，図書館その他学内施設の利用を許さないことがある。

４ 学生証を紛失したとき若しくは使用に耐えなくなったとき，又は休学等によりその有効期間が経過

したときは，速やかに発行者に届け出て再交付を受けなければならない。

３　神戸大学共通細則２



５ 学生は，卒業，退学等により学籍を離れた場合は，速やかに学生証を発行者に返納しなければなら

ない。

６ 学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとする。

（欠 席 届）

第６条 学生が，３週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科長に提出しなけ

ればならない。

（学生登録票）

第７条 学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出しなければならな

い。

（身上異動・住所変更届）

第８条 学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所（保護者等の住所等を含む。）を

変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長に提出しなければならない。

第９条 大学院における入学志願及び合否の判定については，第１条及び第２条の規定にかかわらず，

各研究科において定めるものとする。

２ 大学院における授業科目の成績については，第４条に定めるもののほか，必要があると認めるとき

は，各研究科において定めることができる。

（健康診断）

第１０条 学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。

（様 式）

第１１条 諸願届等の様式は，別紙のとおりとする。

　　　附　則（平成28年３月31日）
　この細則は，平成28年４月１日から施行する。

第 6条 学生が，２週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科長に提出しなけ
ればならない。

　　　附　則（令和３年９月15日）

　この細則は，令和４年４月１日から施行し，様式８号の改正規定中生年月日に係る部分は，平成30年

４月１日から適用する。







注　疾病の場合，診断書を添付のこと。

戸籍どおり楷書で記入してください。（学籍及び学位記の字体として使用）

下記のとおり 身上異動・住所変更等 がありましたのでお届けします。

□改姓　□改名　□現住所等変更　□父母等の住所等変更　□その他の変更（ ）
記

（以下は，変更した事項のみ記入してください。）

身　上　移　動
（改姓，改名等）
現　　住　　所

本人の勤務先等
（該当者のみ）

ローマ字
左詰めで記入してください。（姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と
名の間は１マス空けて記入）

新

旧

異動年月日 年 月 日

※証明書類を必ず添付してください。

自宅・学生寮・その他（ ）

郵便番号 －

住　　所

〔固定電話〕 － －

〔携帯電話〕 － －

〔固定電話〕 － －

〔携帯電話〕 － －

〔固定電話〕 － －

〔携帯電話〕 － －

勤務先名
電話 － －

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名

Eメールアドレス（□携帯　□ＰＣ）
＠

大学が付与するアドレス以外を記
入してください。

本人との続柄

本人との続柄

郵便番号
－

緊急時の連絡先

保護者等の住所等

注　この身上異動・住所変更届に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適
切に取り扱うこととし，在学中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学か
ら連絡（発信）する場合のほか，教学上の名簿作成，修学指導上必要な場合に限り利用します。

都道
府県

都道
府県

※ 学生本人が独
立生計者の場合
は世帯主の氏
名・住所等を記
入してください。 住　　所

□ 保護者等の住所等と同じ。（以下の記入不要）
□ 保護者等の住所等以外の連絡先がある。（以下に記入）

□ 勤務先
□ 自宅

神戸大学 学 部 長　殿
研究科長　殿

身 上 異 動 ・ 住 所 変 更 届
年　　月　　日届出

学　部

研究科

学籍番号

学　科

専　攻

課　程

課　程
フリガナ
氏　　名

様式９号



３ 神戸大学学位規程

（平成１６年４月１日制定）

（趣 旨）

第１条 学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条第１項の規定により，神戸大学（以下「本学」と

いう。）が授与する学位については，神戸大学教学規則（平成１６年４月１日制定。以下「教学規則」

という。）に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。

（学 位）

第２条 本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。

（学士の学位の授与の要件）

第３条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。

（修士の学位の授与の要件）

第４条 修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。

� 本学大学院研究科（以下「研究科」という。）の修士課程を修了した者

� 研究科の博士課程の前期課程を修了した者

（博士の学位の授与の要件）

第５条 博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。

２ 博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。

� 研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。（この確認を以下

「学力の確認」という。）

� 研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。

（専門職学位の授与の要件）

第６条 専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。

� 研究科の専門職大学院の課程（次号の課程を除く。）を修了した者

� 研究科の法科大学院の課程を修了した者

（研究科の在学者の論文等提出手続）

第７条 研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第６７条に規定する特定の課題についての研究の成

果は，当該研究科長に提出するものとする。

２ 博士論文は，学位論文審査願，論文日録及び履歴書とともに提出しなければならない。

３ 学位論文は，修士の場合は１編，１通を，博士の場合は１編，３通を提出するものとする。ただし，

参考として他の論文を付加して提出することを妨げない。

４ 審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しくは標本等の資

料その他を提出させることがある。

５ 第１項に定める研究の成果（以下「研究の成果」という。）の提出に関することは，各研究科にお

いて別に定める。

（研究科の在学者の論文等審査）

４　神戸大学学位規程

目

３

　果（以下「研究の成果」という。）は，当該研究科長に提出するものとする。

２　博士論文は，学位論文審査願，論文日録及び履歴書とともに提出しなければならない。

３　学位論文の提出は，１編とする。ただし，参考として他の論文を付加して提出することを妨げな

い。

４　審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しくは標本等の資

料その他を提出させることがある。

５　本条に定めるもののほか，学位論文及び研究の成果の提出に関することは，各研究科において別に

定める。



第８条 研究科長は，前条の規定による博士論文の提出があったときは，教授会において当該研究科の

教授のうちから２人以上の審査委員を選定して，博士論文の審査を行わせるものとする。

２ 研究科長は，前条の規定による修士論文又は研究の成果の提出があったときは，教授会において当

該研究科の教授及び准教授のうちから２人以上の審査委員を選定して，修士論文又は研究の成果の審

査を行わせるものとする。ただし，少なくとも教授１人を含めなければならない。

３ 教授会において審査のため必要があると認めるときは，博士論文の審査にあっては第１項の審査委

員のほか，当該研究科の教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を，修士

論文又は研究の成果の審査にあっては前項の審査委員のほか，当該研究科の教授及び准教授以外の研

究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。

４ 教授会において審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授以外の者（修士論文又は

研究の成果の審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授及び准教授以外の者）にも調

査を委嘱することができる。

（研究科の在学者の最終試験）

第９条 審査委員及び前条第４項の規定により調査を委嘱された者は，学位論文又は研究の成果を中心

として，これに関連ある科目について，筆答又は口頭により最終試験を行う。

２ 最終試験の期日は，その都度公示する。

（博士課程を経ない者の学位論文の提出手続）

第１０条 第５条第２項の規定による学位申請者の学位論文は，論文審査料５７，０００円を添え，学位申請書，

論文目録及び履歴書とともに，その申請に応じた研究科長を経て学長に提出するものとする。

２ 本条の規定による論文の提出については，第７条第３項及び第４項の規定を準用する。

（博士課程を経ない者の論文審査及び試験）

第１１条 学長は，前条第１項の規定による学位論文の提出があったときは，当該研究科長にその論文の

審査を付託し，研究科長は，第８条の規定に準じて論文の審査を，第９条の規定に準じて試験を行わ

せるものとする。

２ 前項の学位論文は，それを受理した日から１年以内に審査を終了するものとする。ただし，特別の

理由があるときは，教授会の議決により審査期限を延長することができる。

（博士課程を経ない者の学力の確認）

第１２条 第１０条第１項の規定による学位論文の提出があったときは，教授会は，学位申請者の学力の確

認を行う。

２ 学力の確認は，筆答又は口頭による試問の結果に基づいて行う。ただし，学位申請者の学歴，業績

等に基づいて学力の確認を行うことができる場合は，試問を省略することができる。

３ 学力の確認のため必要があるときは，学位申請者にその著書，論文その他を提出させることがある。

４ 教授会が学力の確認の議決をする場合には，第１５条第２項の規定を準用する。

（退学者の学位論文の提出手続，論文審査，試験及び学力の確認）

第１３条 研究科の博士課程において所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な博士論文の

作成等に対する指導を受けて退学した者が，再入学しないで学位の授与を受けようとするときは，前

３条の規定による。

２ 前項に該当する者が，退学後５年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは，第５条第１項に

2 　前項の学位論文は，それを受理した日から１年以内に審査を終了するものとする。ただし，特別の
理由があるときは，研究科長は，教授会の議を経て審査期限を延長することができる。
（博士課程を経ない者の学力の確認）

第12条 研究科長は，前条第１項の規定により学長から論文審査を付託されたときは，教授会において
学位申請者の学力の確認を行わせるものとする。



該当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。

（論文及び審査料の不返還）

第１４条 提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は，その理由のいかんを問わず返還しない。

２ 提出された研究の成果の返還に関することは，各研究科において別に定める。

（修士及び博士の学位授与の審議）
第15条 研究科長は，研究科に在学する者については，論文審査及び最終試験の結果報告に基づいて，
また第12条の規定により学力を確認された者及び第13条第２項に該当する者については，論文審査及
び試験の結果報告に基づいて，教授会において学位を授与すべきか否かの審議を行わせるものとする。
２　前項の教授会は，当該教授会構成員の３分の２以上の出席があることを要し，学位を授与すべきも
のと議決するには，無記名投票の方法により，出席者の３分の２以上の賛成があることを要する。
（学位授与の申請）

第16条 研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきものについて，教授会の議
を経て，学長に申請するものとする。
２　前項の申請に当たっては，次に掲げる事項を記載した書類を添えるものとする。
⑴　授与しようとする学位（専攻分野の名称を付記したもの）
⑵　授与しようとする年月日
⑶　博士の場合は，第５条第１項又は第２項のいずれの規定によるかの別
⑷　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験の結果の要旨
⑸　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験を担当した機関に関する事項
⑹　第５条第２項による博士の場合は，学力の確認の結果及び学力の確認を担当した機関に関する事項
３　研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきでない者については，教授会の
議を経て，その旨を学長に申請するものとする。
（学位の授与）

第17条 学長は，第３条に規定する者に対しては，学位記を交付して学士の学位を授与する。
２　学長は，前条に規定する申請に基づき，修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与をすべきか
否かを決定し，当該学位を授与すべきものと決定した者に対しては，学位記を交付して当該学位を授
与し，当該学位を授与できないと決定した者に対しては，その旨を通知する。
３　前項の規定により博士の学位を授与したときは，学位簿に登録し，文部科学大臣に報告する。
（審査要旨の公表）

第18条 本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から３月以内に，当該博
士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公
表する。
（学位論文の公表）

第19条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から１年以内に，当該博士の学
位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に既
に公表したときは，この限りではない。
２　前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，当該教授会の議を経て，やむを得ない理
由があると認められた場合は，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約した



ものを公表することができる。この場合において，本学は，その論文の全文を求めに応じて閲覧に供
するものとする。
３　博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は，原則として神戸大学学術成果リポジ
トリの利用により行うものとする。
（専攻分野等の名称）

第20条 学士の学位を授与するに当たっては，別表第１に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
２　修士又は博士の学位を授与するに当たっては，別表第２に掲げる専攻分野の名称を付記するものと
する。
３　専門職学位の名称は，別表第３に掲げるとおりとする。
４　別表第４に掲げる学位プログラムを修了した者に修士の学位を授与するに当たっては，第２項に規
定する専攻分野の名称とともに，当該学位プログラムの名称を付記するものとする。
（学位の名称）

第21条 本学において学位の授与を受けた者が，学位の名称を用いるときは，神戸大学の文字を付記す
るものとする。
（修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し）

第22条 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，不正の方法により当該学位の授与
を受けた事実が判明したときは，学長は，当該教授会及び神戸大学大学教育推進委員会の議を経て，
その学位を取り消し，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表する。
２　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，その名誉を汚す行為があったときは，
前項の規定に準じてその学位を取り消すことができる。
３　教授会が前２項の規定による議決をする場合には，第15条第２項の規定を準用する。
（様　　式）

第23条 学位記，学位簿その他の様式は，別記様式のとおりとする。
（補　　則）

第24条 この規程の施行に必要な事項は，各学部又は各研究科においてこれを定める。

４　教学規則第65条第２項の規定に基づき，共同の研究指導を受けた者に博士の学位を授与するに当た

っては，博士論文共同指導により授与する旨を付記するものとする。

　　　附　則

この規程は，令和５年４月１日から施行する。
　　　附　則

　この規程は，令和７年４月１日から施行する。



別表第１（第20条第１項関係）
学士の学位に付記する専攻分野の名称

学 部 名 等 専 攻 分 野 の 名 称
文学部 文学
国際人間科学部 学術又は教育学
法学部 法学
経済学部 経済学
経営学部 経営学又は商学
理学部 理学
医学部医学科 医学

医学部保健学科 看護学，保健衛生学又は保健学

システム情報学部 システム情報学

医学部医療創成工学科 医工学

工学部 工学

農学部 農学
海洋政策科学部 海洋政策科学又は商船学

別表第２（第20条第２項関係）
修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称

研 究 科 名 専 攻 分 野 の 名 称
修　　士 博　　士

人文学研究科 文学 文学又は学術
国際文化学研究科 学術 学術
人間発達環境学研究科 学術，教育学又は理学 学術，教育学又は理学
法学研究科 法学又は政治学 法学又は政治学
経済学研究科 経済学 経済学
経営学研究科 経営学又は商学 経営学又は商学
理学研究科 理学 理学又は学術
医学研究科 バイオメディカルサイエンス又は医工学 医学又は医工学
保健学研究科 保健学 保健学
工学研究科 工学 工学又は学術
システム情報学研究科 システム情報学又は工学 システム情報学，工学，学術又は計算科学
農学研究科 農学 農学又は学術
海事科学研究科 海事科学 海事科学，工学又は学術
国際協力研究科 国際学，経済学，法学又は政治学 学術，法学，政治学又は経済学
科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション

別表第３（第20条第３項関係）
専門職学位の名称

研 究 科 名 学 位 の 名 称
法学研究科 法務博士（専門職）
経営学研究科 経営学修士（専門職）

科学技術イノベーション科学技術イノベーション



第 2号別記様式第４　削除



別記様式第 （第 5条第 1 項により学位を授与する場合で，外
国の大学院等との博士論文共同指導により学位を授与する旨を付記
するもの）

別記様式第 7 別記様式第 8
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別記様式第 （第 5条第 1項により学位を授与する場合で，外
国の大学院等との博士論文共同指導により学位を授与する旨を付記
するもの（英文学位記））

別記様式第

別記様式第

別記様式第

THIS DEGREE IS THE RESULT OF JOINT SUPERVISION WITH 

ON THIS  DAY OF  IN THE YEAR

別記様式第11　削除



別記様式第 別記様式第

別記様式第 別記様式第





４ 神戸大学学生表彰規程

（平成１７年２月１７日制定）

（趣　　旨）
第 1条 この規程は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定）第55条第２項の規定に基づき，神戸
大学（以下「本学」という。）の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
（表彰の基準）

第 2条 表彰は，学生及び学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。
⑴　学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
イ　国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
ロ　その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの
⑵　本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
イ　国際的規模の競技会，公演会，展覧会等（以下「競技会等」という。）において優秀な成績を修め，
又は高い評価を受けたもの
ロ　全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
ハ　公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
ニ　卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
⑶　社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
イ　ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い評価を受けた
もの
ロ　人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を受ける等社会
的に特に高い評価を受けたもの
ハ　その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
⑷　前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの
（表彰候補者の推薦）

第 3条 各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれかに該当すると認
められる学生又は学生団体（以下「表彰候補者」という。）がある場合は，別記様式第１により学長
に推薦するものとする。
（被表彰者の選考及び決定）

第 4条 学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，学生委員協議会の議を経て，表
彰される者（以下「被表彰者」という。）を決定する。
（表彰の方法）

第 5条 表彰は，学長が別記様式第２の表彰状を授与することにより行う。
２　前項の表彰状に添えて，記念品を贈呈することができる。
（表彰の時期）

第 6条 表彰は，被表彰者が決定された後，速やかに行うものとする。ただし，第２条第２号に該当す

５　神戸大学学生表彰規程４5



る表彰については，原則として毎年３月に行うものとする。
（事　　務）

第 7条 表彰に関する事務は，学務部学生支援課において処理する。
（雑　　則）

第 8条 この規程に定めるもののほか，学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事項は，別に定め
る。
　　　附　則（平成23年３月31日）
　この規程は，平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成25年６月25日）
　この規程は，平成25年７月１日から施行する。

　別記様式第１，第２（略）
　　　附　則（令和５年８月10日）

　この規程は，令和５年８月10日から施行する。

　別記様式第１，第２（略）











８　神戸大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程

 （平成16年４月１日制定）

（趣　　旨）
第 1条 この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成16年４月１日制定）第52条の規定に基づき， 
神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関し必要な事 
項を定めるものとする。
（授業料，入学料及び検定料の額）

第 2条 本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学料（幼稚園にあっ 
ては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　分 授　　業　　料 入学料 検定料

学部 年額　535, 800円 282, 000円 17, 000円

大学院の研究科（法学研究科 
実務法律専攻を除く。） 年額　535, 800円 282, 000円 30, 000円

法学研究科実務法律専攻 年額　804, 000円 282, 000円 30, 000円

乗船実習科 6か月につき　267, 900円 169, 200円 18, 000円

幼稚園 年額　73, 200円 31, 300円 1, 600円

中等教育学校の後期課程 年額　115, 200円 56, 400円 9, 800円

特別支援学校の高等部 年額　4, 800円 2, 000円 2, 500円

科目等履修生・聴講生 1単位につき　14, 800円 28, 200円 9, 800円

研究生 月額　29, 700円 84, 600円 9, 800円

特別聴講学生 １単位につき　14, 800円

特別研究学生 月額　29, 700円

７

31, 200円



２　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第22条第４項（教学規則第72条において準用する
場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的
に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は，当
該在学を認められた期間（以下「長期在学期間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項
に規定する授業料の年額に本学の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在
学期間の年数で除した額（その額に10円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）
とする。
３　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の選抜」という。）
を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及び次項において「第二段階目の
選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選
抜に係る額は4,000円とし，第二段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
４　法学研究科実務法律専攻において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二段階目の選抜
を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は7,000
円とし，第二段階目の選抜に係る額は23,000円とする。
５　小学校，中学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部において，入
学を許可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は，
次の表のとおりとする。

区　　　分 検　定　料

小 学 校 3, 300円

中学校及び中等教育学校の前期課程 5, 000円

特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 1, 000円

特 別 支 援 学 校 の 中 学 部 1, 500円

６　第１項に規定する幼稚園，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに前項に規定す 
る小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の入学を許可するため 
の選考等において，抽選等（以下この項において「試験等」という。）を行う場合の検定料の額につ 
いては，第１項及び前項の規定にかかわらず，抽選による選考等に係る額は，次の表の第２欄に掲げ 
るとおりとし，試験等に係る額は，同表の第３欄に掲げる額とする。

区　　　分 抽選による選考等に係る額 試験等に係る額

幼 稚 園 700円 900円

小 学 校 1, 100円 2, 200円

中等教育学校の前期課程 1, 300円 3, 700円

中等教育学校の後期課程 2, 400円 7, 400円

特別支援学校の小学部 500円 500円

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，その合格者

に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額に

ついては，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は4,000円とし，第二段階目の選

抜に係る額は13,000円とする。

５　小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部において，入学を許可

するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は，次の表

のとおりとする。



特別支援学校の中学部 600円 900円

特別支援学校の高等部 700円 1, 800円

７　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，30,000円とする。

８　編入学，転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は，当該者の属する年次の在学者に係る額と 
同額とする。
９　大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第16条第１項ただし書の規定により，大学院研究科の 
修士課程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者の授業料の額について
は， 当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
（寄宿料の額）

第 3条 本学において徴収する寄宿料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　分 学生寮の名称 寄　 宿　料

居室が単身用の場合

住吉国際学生宿舎 月額 4, 700円

白鴎寮 月額 5, 900円

住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジ
デンス（単身室　床面積15㎡未満） 月額 18, 000円

インターナショナル・レジデンス（単身室　 床面積15
㎡以上） 月額 21, 000円

居室が世帯用の場合

国際交流会館（夫婦室） 月額 9, 500円

国際交流会館（家族室） 月額 11, 900円

インターナショナル・レジデンス（夫婦室） 月額 45, 000円

インターナショナル・レジデンス（家族室） 月額 49, 000円

２　この条に定めるもののほか，寄宿料の額に関し必要な事項は，別に定める。

　　　附　則（平成27年３月31日）
　この規程は，平成27年４月１日から施行する。

　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，30,000円とす

る。なお，編入学における書類選考による第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二段階目の

選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は

7,000円とし，第二段階目の選抜に係る額は23,000円とする。

　　附　則（平成30年３月30日）

この規程は，平成30年４月１日から施行する。

７　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，30,000円とす

る。ただし，編入学において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二段階目の選抜を行う

場合の検定料の額については，第一段階目の選抜に係る額は7,000円とし，第二段階目の選抜に係る

額は23,000円とする。

９　大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第16条ただし書の規定により，大学院研究科の修士課

程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者の授業料の額については， 当

該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジデンス
（単身室　床面積15㎡未満），国際交流会館（ユニット単身室）

　　　附　則（令和２年３月24日）

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。
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